
第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

一

電
波
法
第
四
条

総
務
大
臣

免
許

二

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
五
条
第
一
項

都
道
府
県
知
事

許
可

三

計
量
法
施
行
令
第
四
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事

に
適
用
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
計
量
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項

都
道
府
県
知
事

指
定

第
一
欄

第
二
欄

一

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
五
十
二
条

地
方
運
輸
局
長

二

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
五
条
第
二
項
又
は
同
法
第
二
十
七
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
七
条
の
二
第
五
項

都
道
府
県
知
事

三

下
水
道
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
十
二
条
の
三
第
一
項

公
共
下
水
道
管

理
者

四

電
気
事
業
法
第
四
十
二
条
第
一
項
又
は
第
四
十
三
条
第
三
項

経
済
産
業
大
臣

平成™›年�月™œ日 水曜日 (号外第˜�˜号)官 報

２

平
成
二
十
四
年
改
正
法
施
行
日
前
に
郵
便
事
業
株
式
会
社
が
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
よ
り

同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
し
た
届
出
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
が
同
表
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
し
た
届
出
と
み
な
す
。

３

平
成
二
十
四
年
改
正
法
施
行
日
前
に
郵
便
事
業
株
式
会
社
が
し
た
次
に
掲
げ
る
占
用
又
は
行
為
は
、そ
れ
ぞ
れ
、

日
本
郵
便
株
式
会
社
が
し
た
占
用
又
は
行
為
と
み
な
す
。

一

道
路
法
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
が
し
た
許
可
に
基
づ
く
占
用

二

都
市
公
園
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
園
管
理
者
が
し
た
許
可
に
基
づ
く
占
用

三

海
岸
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
海
岸
管
理
者
が
し
た
許
可
に
基
づ
く
占
用

四

下
水
道
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
下
水
道
管
理
者
が
し
た
許
可
に
基
づ
く
行
為
又
は
同
法

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
下
水
路
管
理
者
が
し
た
許
可
に
基
づ
く
行
為

五

河
川
法
第
二
十
四
条
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
河
川
管
理
者
が
し
た
許
可
に
基
づ
く
占
用
又

は
行
為

附
則
第
四
条
中「（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）」を
削
る
。

附
則
第
十
二
条
第
一
項
中
「
承
継
会
社
」
を
「
日
本
郵
政
株
式
会
社
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
、
郵
便
貯
金
銀
行
及

び
郵
便
保
険
会
社
」
に
改
め
る
。

（
予
算
決
算
及
び
会
計
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
及
び
」
の
下
に
「
郵
便
局
（
簡
易
郵
便
局
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

百
十
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
郵
便
窓
口
業
務
を
行
う
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
営
業
所
で
あ
つ
て
」
を
加
え
、「
を

営
む
郵
便
局
（
郵
便
局
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
郵
便
局
」
を
「
の

業
務
を
行
う
も
の
」
に
改
め
る
。

（
公
職
選
挙
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
郵
便
事
業
株
式
会
社
」
を
「
日
本
郵
便
株
式
会
社
」
に
改
め
る
。

一

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
百
九
条
の
五
及
び
第
百
二
十
九
条
第
九
項

二

国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
第
五
号

三

輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
百
号
）
第
四
条
、
第

六
条
及
び
第
六
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。）

郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦

政
令
第
二
百
一
号

郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
一
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
と
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦

総
務
大
臣

川
端

達
夫

法
務
大
臣

滝

実

財
務
大
臣

安
住

淳

農
林
水
産
大
臣

郡
司

彰

経
済
産
業
大
臣

枝
野

幸
男

国
土
交
通
大
臣

羽
田
雄
一
郎

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦

政
令
第
二
百
二
号

郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

並
び
に
同
法
附
則
第
十
九
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
四
十
七
条
、
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）

第
百
八
十
九
条
並
び
に
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
施
行
令
の
廃
止
）

第
一
条

日
本
郵
政
株
式
会
社
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
百
四
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
郵
政
民
営
化
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

郵
政
民
営
化
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
郵
便
事
業
株
式
会
社
、
郵
便
局
株
式
会
社
」
を
「
日
本
郵
便
株
式
会
社
」に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
も
の
（
」
の
下
に
「
郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年

法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
平
成
二
十
四
年
改
正
法
」
と
い
う
。）第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
」
を
加
え
、
同
条

第
三
項
第
一
号
中
「
郵
便
局
株
式
会
社
」
を
「
日
本
郵
便
株
式
会
社
（
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
改
正
法
の
施
行

の
日
（
以
下
「
平
成
二
十
四
年
改
正
法
施
行
日
」
と
い
う
。）の
前
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
、
郵
便
局
株
式
会
社
）」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
郵
便
局
株
式
会
社
に
」
を
「
郵
便
局
株
式
会
社
及
び
日
本
郵
便
株
式
会
社
に
」
に
、「
同

号
の
郵
便
局
株
式
会
社
」
を
「
郵
便
局
株
式
会
社
及
び
日
本
郵
便
株
式
会
社
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
六
号
を
削
る
。

附
則
第
二
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て「（
関
係
法
令
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）」を
付

し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
条
の
二

平
成
二
十
四
年
改
正
法
施
行
日
前
に
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
同
表
の
第
二

欄
に
掲
げ
る
者
が
郵
便
事
業
株
式
会
社
に
対
し
て
し
た
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
免
許
、
許
可
又
は
指
定
は
、
そ

れ
ぞ
れ
、
同
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
者
が
日
本
郵
便
株
式
会
社
に

対
し
て
し
た
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
免
許
、
許
可
又
は
指
定
と
み
な
す
。
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